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１【提出理由】

　2026年６月25日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　　　　　　１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　　　　　当社普通株式１株につき金17円　　　総額45,889,842,228円

　　　　　　２．剰余金の配当が効力を生ずる日

　　　　　　　　2026年６月26日

 

　　第２号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

　　　　　　　　監査等委員でない取締役として、宮田知秀、田中聡一郎、冨田哲郎、岡　俊子、川﨑博子

　　　　　　　　及び真茅久則を選任する。

 

　　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　　　　　　　監査等委員である取締役として、栃木真由美、菅野博之及び豊田明子を選任する。

 

(３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成の割合 決議結果

第１号議案 19,541,721 30,273 2,576 99.113% 可決

第２号議案      

　宮田知秀 16,779,929 2,788,649 6,251 85.105% 可決

　田中聡一郎 19,149,653 418,938 6,251 97.123% 可決

　冨田哲郎 19,449,571 119,020 6,251 98.644% 可決

　岡　俊子 19,419,112 149,479 6,251 98.490% 可決

　川﨑博子 19,242,149 326,442 6,251 97.592% 可決

　真茅久則 19,464,555 104,036 6,251 98.720% 可決

第３号議案      

　栃木真由美 19,348,286 220,168 6,251 98.131% 可決

　菅野博之 19,332,526 235,928 6,251 98.052% 可決

　豊田明子 16,050,533 3,517,901 6,251 81.406% 可決

 

（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりです。

　　　　・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　　・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及

　　　　　び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　　・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株主の出席及

　　　　　び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　２．賛成の割合は、2026年６月24日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により

　　　　　行使された議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（た

　　　　　だし、無効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。

 

 



（４）上記(３)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

　　　事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計

　　　したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のう

　　　ち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(３)の表に記載した賛成、反対又は棄権

　　　の議決権の数に加算しておりません。

 

以　上

 


